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1　公　衆　衛　生

(1)伝染病対策

ア　施　　設

名　　　称

所　在　地

敷地面積

建物面積

改築年月日

建　設　費

構　　　造

US ffi sx

医師及び看護婦数

イ　患者収容状況

鱒本市立白川病院

幾本市大江6丁目1番74号

8,602.1 5i

1,857.1 l nf

昭和31年12月5日

15,745千円

木造モルクル平屋建

60床

医師1人　看護婦　8人

年 度

区 分
5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

赤 痢

患 者 5 2 5 6 4

死 者 0 0 0 0 0

腸 チ フ ス

患 者 4 1 2 5 7 6

死 者 0 0 0 1 0

餐 . 紅 熟

患 者 1 0 0 0 0

苑 者 0 0 0 0 0

ジ フ テ .) ア

患 者 0 1 0 0 0

死 者 0 1 0 0 0

日 本 癖 炎

m # 2 2 1 6 6 5 2

死 者 8 4 3 1 0

流 行 性 巌

脊 髄 膜 炎

患 者 0 0 0 0 0

死 者 0 0 0 0 0

/le ラチ フ ス

患 者 1 0 0 0 1

死 者 0 0 0 0 0

計

患 者 3 3 3 1 1 6 1 8 1 3

死 者 8 5 3 2 0

(荏)　日本脳炎については、転症を除く
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(2)結　核　対　策

ア　結核患者登録数

午

区 分 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

熊 本 保 健 所 3 ,0 6 0 2 ,8 5 2 2 ,5 6 2 2 ,2 6 5 1 ,6 5 5

酉 保 健 所 1 ,3 1 2 1 ,1 6 0 9 1 1 8 6 8 1 ,1 0 4

計 4 ,3 7 2 4 ,0 1 2 3 ,4 7 3 3 ,1 3 3 2 ,7 5 9

イ　住民検診状況

53年度　　　　42,154人

5 4年度　　　　38.678人

5 5年度　　　　37,239人

56年度　　　　37,001人

57年度　　　　41,447人

(3)母　子　対　策

ア　妊婦健康指導状況 (昭和57年度)

区 分

妊 婦

実 人 員 延 人 員

異 常 の あ る も の

高 血 圧 、 た

ん 白 尿 浮 腫
そ の 他

熊 本 保 健 所 3,0 8 5 3,0 8 5 1 0 1 5 4 7

西 保 健 所 1,4 4 8 1,4 4 8 7 5 3 3 9

東部保健センタ ー 2,0 0 9 2 ,0 0 9 4 2 3 0 7

北部保 健センタ一 5 3 1 5 3 1 1 9 7 0

計 7,0 7 3 7,0 7 3 2 3 7 1,2 6 3

イ　母子栄養食品支給状況

年 度

区 分 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

牛 乳 ( 本 ) 5 5 ,4 2 1 3 6 ,1 1 5 2 4 ,9 4 8 1 7 ,7 1 0 1 6 ,5 5 0

粉 乳 ( 延 月 ) 3 1 3 1 8 2 1 8 1 1 0 8 5 3 1

(注)母子に対し牛乳--1日1本支給

粉乳　　月1,2009支給

対　象　者　生活保護世帯、市民税非課税世帯、所得税非課税世帯で市民税均等割・所得

割世帯の者

支給期間　母　　妊娠5カ月から出生後満3カ月Eほで

子　　出生後4カ月目から清1才まで(但し、栄養欠陥児に限る)
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ウ　乳幼児保健指導状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和5 7年度)

区 分

乳 児 幼 児

3 カ月児

健康診査

実 人 員

6 カ月児

健康診査

実 人 員

健康 管理

上注意す

べ きもの

1 才 6 カ月児健康診査 3 才児健 康 診査

人 員

健康管理上準

意すべき もの

人 一員

健康管理上注

意すべ き もの

身体面
精 神

発達面
身体面

精 神

発達面

熊 本 保 健 所 2,4 3 9 2,4 9 5 1 2 8 2 ,6 9 7 1 8 8 1 .8 2 ,1 2 2 9 4 5 3

西 保 健 顔 9 9 3 9 8 7 4 4 9 1,2 0 0 9 9 5 0 1,1 6 5 1 5 9 2 7

東部保飴センタ.I 1,7 3 1 1,6 8 8 3 7 1,8 8 8 1 1 1 1 2 1,4 9 3 2 9 1 0 0

北部保鮭センター 6 8 6 6 1 6 4 5 7 8 9 7 0 8 6 0 7 5 5 7 6

計 5,8 4 9 5,7 8 6 6 5 9 6,5 7 4 4 6 8 8 畠 5,3 8 7 3 3 7 2 5 6

(4)老　人　保　健

昭和5 8年2月、老人保健法の施行により、医療以外の保健事業を行うこととなった。 (実質的事業開始は

昭和58年度から)

保健事業名　　健康中限の交付・健康教育・健康相談・健康診査・機能訓練〔昭和5 9年度より実施予定)

訪問指導

健康診査事業の実施場所

○一般健康診査

一般診査

精密診査
保健所・保健センター・熊本市医師会・熊本健康相談所

○がん検診

胃がん検診　　　熊本健康相談所・熊本市医師会・熊本県対ガン協会

子宮がん検診　　熊本市医師会(日母医会) ・熊本県対ガン協会

2　保　　健　　所

(1)施　　　設

よ ＼竺
熊 本 保 健 所 西 保 健 所 東部保健セ/ クー 北部保健センタ-

所 在 地 九品寺 1丁目1l3番 1 庁号 段山本町 4 番 2 9号 錦ケ丘 1番 1号 清水本町 1 6番 1 0 口

敷 地 面 積 3,2 2 2 m2 7 0 1.3 8 m2 1,6 8 9 .7 m2 3,3 0 9.5 3 iが

建 物 面 積 延1,9 9 9 m2 延 9 1 5 .8 1 r㌔ 9 2 3.1 4 r㌔ 延 1,0 0 9.5 8 m 2

建設年月日 昭和 4 1年 1 0 月 3 日 昭和 3 5年 1 2 月 1 日 昭和 5 4 年 3 月 3 1 日 昭和 5 7年 3月 3 1日

建 設 費 8 0,4 0 0 千円 1 2,0 0 0 千円 ノ1 2 8 ,9 2 0 千円 2 3 6,0 7 9千円

構 造 鉄筋コンク.!)-- ト3搾建 鉄筋コンクリート3階建 鉄筋コンク7) - ト平屋建 鉄筋コンクリート2

類 型 U 1 U 3 -

医 師 3 人 2 人
-

保 健 婦 2 1 人 1 2 人 1 2人 10 K
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(2)成人病検診の状況

年 度

種 類
5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

胃 が ん 検 診

人 人 人 人 人

4,1 2 1 4 ,8 9 2 4 ,9 2 4 5 ,5 9 6 6 ,0 5 4

子 宮 が ん 検 診 7,3 8 3 7 ,4 7 6 7 ,6 6 5 1 0 ,6 0 2 1 3 ,0 4 9

徳

m

慕

検

諺

一 般 検 診 5,3 1 0 6 ,0 1 7 5 ,5 8 0 6 ,3 4 8 6 ,3 9 8

重 点

地区 分

- 釈 5 5 2 3 5 9 4 9 6 5 1 2 5 4 6

二 次

(精 密 ) 3 8 1 2 9 6 4 8 6 5 1 2 5 4 5

(3)予防接種の状況

年 度

区 分 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

三 種 混 合

蝣
初 回 1 7,2 9 5 2 0 ,9 6 3 1 6 ,2 0 5 1 8 ,1 5 8 1 8 ,7 0 1

追 加 2,1 2 4 4 ,3 6 1 4 ,6 3 8 4 ,3 1 6 4 ,9 2 8

二 種 溢 合

蝣<)T ¥i m .

小 学 校

卒 業 前
6.9 6 5 7 ,5 4 4 7 ,3 4 9 7 ,6 1 8 7 ,6 1 9

急 性 灰 白 髄 炎 1 4,3 6 1 1 2 .7 5 7 1 5 .4 1 6 1 4 ,8 9 6 1 5 ,2 8 0

イ ン フ ル エ ! ザ 1 3 4 ,7 4 2 1 2 5 ,2 9 5 1 4 3 ,6 6 4 1 5 3 ,0 2 8 1 5 8 ,0 1 2

日 本 脳 炎 8 7,4 8 7 1 3 4 ,8 1 5 1 1 5 ,7 5 9 1 4 6 ,7 5 0 1 5 8 ,5 4 6

風 し ん 1,0 5 9 1 ,5 5 0 1,7 1 5 1 ,5 4 8 1,6 9 4

麻 し ん 0 5 ,2 6 8 3 .8 8 8 4 ,3 6 5 3 ,9 7 9

コ レ .ラ 0 0 0 0 0

-120-



3　救急医療制度

昭和5 2年7月、休日の夜間における急病点者に適切な医療を提供するため、熊本保健所内に第一次診療

(初期医療)並びに電話相談所を設置し、以来遂次救急医療体制の充実を図っている。

昭和5 6年1 1月熊本市医師会地域医療センタ-の開所に伴い、救急医療業務を委託し、昭和5 7年度より

休日の夜間に加え、土曜日の夜間を開設、さらに昭和5 8年度より平日の夜間を増設し市民のニーズに応える

べく努力している。

また、同センター内に情報センターが併設され急病患者の電話相談等が実施享れている。

なお、第一次診療機関で処置困難を重症患者については、二次医療機関に転送し処置することにしている。

(1 )熊本市医師会夜間急患センター

開設年月　日

所　　在　　地

診　療　科　目

診　　療　　日

診　療　時　間

診　療　体　制

受　診　者　数

(昭和57年度)

昭和56年11月8日

熊本市本荘5丁目1 6番1 0号(熊本地域医療センター内)

小児科、内科

日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び土曜日(昭和5 8年度より毎日)

午後6時から午前零時まで(昭和5 8年度より午後6時から午前8時まで)

急患センター　　医師2人(小児科・内科)、看護婦4人、臨床検査技師1人、 Ⅹ線

技師(オンコール) 1人、薬剤師(平日1人、休日3人)、医療事

務員2人

情報センター　　　事務員1人

診療実日数　　112日　　　1日平均

小　児　科　　　2,966人　　　　26人

内　　　　科　　　　704人　　　　　6人

情報センター　　　2,444件　　　　22人

二次医療機関　　　　8 5 0人　　　1 4人

日赤病院、熊本地域医療センターの鶴番制

委　託　料　　18,681千円(昭和57年度決算)

(2)熊本市医師会年末年始急患センター

年末年始における急病患者に適切な医療を提供するため、第一次診顔(初期治療)機関を同センターに業務

委託し、年末年始にかける急病患者に対処している。

また、同センタ-内に情報セyクーが併設されており、急病患者の電話相談並びに公表在宅医、非公表在宅

医の紹介等を行い、年末年始の診療体制の円滑化が図られている。

なお、第一次診療機関で処置困難を重症患者については、二次医療機関に転送し処置されている。

開　設　期　間

診　療　時　間

所　　在　　地

診　療　科　目

診　療　体　制

昭和5 7年1 2月3 1日午前零時～昭和5 8年1月3日午後零時まで

熊本市本荘5TE 1 6番1 0号(熊本地域医療センター内)

小児科、内科

急患センター　　医師4人(但し、午前10時～午後6時1人増)

看護婦1 2人、薬剤師5人、 Ⅹ線技師1人、臨床検査技師3人、

医療事務員5人、事務員1人
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I受　診　者　数
(昭和57年度)

情報センター　　　事務員6人

診療`実日数　　　　　4日　　1日平均

小　児　科　　　　980人　　　245人

内　　　　科　　　　144人　　　　36人

電話相談　　　　896件　　　224件

公表在宅医　　1,748人　　　437人

公表新主梅毒医　　　1 0 4人　　　　2 6人

非公表在宅医　　　　2 7 4人　　　　6 9人

二次医療機関　　　1 6 5人　　　　4 1人

公表在宅医　　医師会に委託し、各会員の鳥番制

内科5、外科4、産婦人科1、歯科1

非公表在宅医　　　医師会に委託し、各会員の鳥番制

内科( 1月4日のみ)1、耳鼻科1、眼科1、精神科1、

小児科(1月4日のみ)1

二次医療機関

委　託　料

国立病院、済生会病院、日赤病院、市民病院、熊本地域医療センタ

ー、中央病院、市立産院、熊大病院の輪番制

12,242千円(昭和5 7年度決算)
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4　環　境　衛　生

(1 )環境衛生事業所

ア　施　　設

所　在　地

機　　　構

配置人員

業務内容

熊本市紺屋今町4 6番地

保健衛生局衛生部衛生課所属

28人　所長(1)参事(2)掛長(1)主任(1)

ねずみ族、こん虫の顧除

伝染病患者の移送及び患家の消毒

あき地等の雑草除去の指導

イ　ねずみ族・こん虫等屡除状況 (昭和57年度)

こ ん 虫 等
ねず み 族

指導 戸数 下 水 藩 貯 水槽水溜 墓 地 塵 芥集積 所 肥 料 溜 葦 原

戸 in Iが m 2 汀F 2m m 2 戸
9,4 8 1 2.3 6 5,4 9 4 7,8 4 3 2 4 6,4 0 1 5,4 4 1 8 2 3 1 1 8,8 2 3 7,1 7 8

ウ　草刈り及び機具貸出状況

草　刈　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和!57年度)

区 分 指 導 し た 雑 草 地 草 刈 lb 実 績

民 有 地

カ所 ・1m カ所 nf

3 5 6 3 4 6,5 9 0 1 9 9 2 9 7,5 5 1

機具貸付(貸付用1 1台)

貸付 個 所 貸 付台 数 除草面 積

2 1 2 9 6

nf

2 0 2,6 3 9

(2)市営墓地及び霊堂

ア　墓地貸付状況

孟 妄 こ 面 積 毎 度

5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

花 園
m 2 件 m 2 件

1 3

Ire 件 m 2 件 n f 件 ∬～

2 8 ,0 5 7 l l 5 8 .8 2 8 1 .1 6 1 0 tso in i 1 2 7 6 .0 0 2 2 4 .3 1

小 峰 2 8 ,6 1 7 1 3 7 3 5 3 7 2 9 .3 0 8 4 5 5 0 1 5 7 5 .9 7 7 4 6 .3 0

立 田 山 3 7 ,9 2 9 l l 4 8 .1 0 4 2 2 .7 6 1 6 .6 0 7 5 6 .7 2 5 2 6 .8 0

城 山 5 4 ,7 4 7 1 4 1 0 4 .0 0 l l 6 2 .0 0 1 0 6 1 0 0 1 9 12 7 .2 5 1 5 9 3 .8 5

清 水 2 0 ,8 9 7 1 6 6 5 .0 0 l l 6 8 .9 2 1 0 4 5 2 0 7 4 1 .8 0 l l 6 6 .2 0

桃 尾 8 1 .5 9 3 1 9 0 9 6 2 .0 0 1 8 8 9 4 0∫)0 1 8 1 9 0 7 .5 0 3 1 1 5 5 .0 0 3 7 1 9 5 .0 0

摘 山 2 6 ,4 0 7 1 0 1 0 5∫)0 8 9 0 .0 0 1 7 1 2 5 月0 2 8 2 0 2 .1 0 3 0 1 7 4 4 0

計 2 7 8 ,2 4 7 2 6 5 1 ,4 1 6 .4 5 2 4 2 1 2 9 4 .1 4 2 3 7 1 2 5 1 .7 9 1 1 9 7 3 4 .8 4 1 0 7 6 2 6 .8 6
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イ　桃尾霊堂

所在地

敷地面積

建設概要

竣　　工

建設費

り　使用料

熊本市戸島町　桃尾墓園内

2,000 irf

不　休　　鉄廟コンク.)-ト平屋建　　500irf

納骨堂　家族納骨壇400壇、短期納骨壇400壇

管理棟　鉄衝コンクリ-ト平屋建29.81m2
(事務所、休憩所、便所)

舎利塔　1 8.5 iが

本体工事　　昭和5 6年3月

昭和5 5年度152,380千円(設計委託料含む)

昭和57年度　6,250千円(管理棟、合葬帽)

(昭58.4.1施行)

種 別 使 用 料

芝 生 墓 地 1 区 画 1 5 0,0 0 0 円

般 基 地 1 平 方 メー トル につ き 3 0,0 0 0 円

(昭56. 5. 1施行)

桃 尾 霊 堂 期 間 使 用 料

家 族 納 骨 壇 1 0 年 2 0 0,0 0 0 円

短 期 納 骨 壇 1 5,0 0 0

(3)斎　　場

ア　施　　設

名　　称

WX」地

敷地面積

建物面積

建設年月

構　　造

建設費

炉　　数

型　　式

イ　利用状況

熊本市斎場

熊本市戸島町7 9 6番地

ll,00Onf

主体1,300m2　管理人住宅99.46rf

昭和47年12月

主体　鉄筋コンク1)-ト平屋建　管理人住宅　木造平屋建

1 2 8,0 0 0千円(造園、管理人住宅2棟含tf)(2柵

重油一般炉9基　再燃炉2基　　汚物炉1基

太陽築炉(江口式)ロストル式

熊本市斎場川尻分場

熊本市南高江町1 6 1番地

1,764.7r㌔

主体39 3nf

昭和44年12月

鉄筋コンク1)-ト平屋建

26,090千円

重油一般炉3基　再燃炉1基

太陽築炉(江口式)ロストル式

紛 噛
5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

大 人
市 内 2 ,5 2 8 件 2 ,7 5 3件 2 ,7 3 5 件 2 ,7 7 8 件 2 ,6 8 1 件

市 外 5 4 6 6 1 7 5 9 7 6 4 4 6 9 1

小 人
市 内 1 0 0 8 9 6 0 6 4 7 6

市 外 2 6 2 3 1 3 2 0 1 2

死 産 児
市 内 3 4 7 3 4 6 3 2 8 3 4 3 3 6 3

市 外 1 6 5 1 5 8 1 4 0 1 5 2 1 9 0

そ 、の 他
市 内 2 8 0 4 3 3 3 3 8 6 0 1 7 2 4

市 外 2 9 3 2 2 2 2 3 1 2

合 計
市 内 3 ,2 5 5 3 ,6 2 1 3 ,4 6 1 3 ,7 8 6 3 ,8 4 4

市 外 7 6 6 8 3 0 7 7 2 8 3 9 9 0 5
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ウ　火葬場使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭51.4.1魔行)

区分 種 別 市 内 市 外 備 考

火

葬

場

の
使

用

大 人
1,0 0 0 円 1 5,0 0 0 円

0 汚物 は 1 個 8,0 0 0 cri

以 内のもの

0 式場 の使用料 は 1 回

3 時間以内

小 人 7 0 0 1 2 0ゝ 0 0

死 産 児 3 0 0 7 ,5 0 0

改葬 に よる人骨 2 5 0 6,0 0 0

産 汚 物 類 1 5 0 3 ,0 0 0

式 場 の 使 用 1,0 0 0 1 5,0 0 0

(注)　市外使用料は昭和55年4月1日施行

(4)萄い犬及び野犬対策

狂犬病予防法及び動物の保護管理に関する法律にもとづき、狂犬病の発生とそのせん延を防止し、これを撲

滅し公衆衛生の向上、福祉の増進をE的として、動物の虐待の防止、動物の適正を敢扱い、その他動物の保護、

生命尊重、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するもの

でもO。

ア　施　　設

名　　　称

所　在　地

敷地面積

建物面積

管嚇所

収容施設

車　　庫

管理人住宅

収　納　庫

建　設　費

改　築　費

建設年月日

改築年月日

焼　却　炉

動物管理センター

熊本市小山町4 5 1番地

10,543.15r㌔

606,29m

1 41.86nf

315.43m2

75m2

.I 1 Iti1

2　7i

20,925千円

150,396千円

昭和45年5月21日

昭和58年3月31日

2基　　5.25m2×2

イ　犬の登録・予防注射・捕獲処分状況

辛

登 濠 注 射 獲 慕
事務 所

引 .敬

m m

依 頼
計 返 還

実 験 用

払 い出 し
処 分 避 妊 暁 傷

5 3 1 0β0 0 16 2 1 2J 2 2 0 3 1,4 3 4 1,4 1 2 5J 7 3 6 5 1 7 1 5 3β0 7 5 2 5 9 9

5 4 1 0,7 8 1 1 6β1 22 6 8 1 1 0 1,5 2 3 1J 9 2 5 ,0 9 3 4 5 9 3 7 4 4 2 60 2 1 0 6 9

5 5 9,4 7 5 1 4β0 2J 7 8 1 30 1,7 7 9 1.3 2 3 5 ,4 1 0 1 5 3 12 52 4 5 0 0 5 7

5 6 1 03 9 7 1 63 9 2 1β5 8 1 6 6 1,4 6 6 13 3 6 4 β2 6 4 1 2 0 4 4 1 4 0 0 6 1

5 7 1 0,7 5 1 1 7J 1 1,7 7 7 6 8 1,6 2 3 6 6 6 4J 3 4 3 2 2 8 3β0 4 0 0 6 7
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(5)保健衛生研究所

昭和4 7年2月、公害その他衛生上の試験検査を行う目的で、熊本保健所内に衛生試験所として発足し

た。昭和5 6年1月、社会情勢の変化に伴う衛生上の試験検査、調査研究の複雑化に対応するため、独立

した施設を建設、従来の貴境科学部門に係る試験検査体制の充実をはかるとともに、新たに衛生化学部門、

細菌微生物部門の試験検査を増設し、保健衛生研究所と名称を改め、総合試験研究施設として発足した。

所在地　　熊本市田迎町田井島2 6 9番地

構　　造　　鉄筋コンクリート2階建

教地面横　　2,2 3 7rが

建物両棲　本体1,443.82m2　ボンベ室31.49m2　計1,475.31m2

竣　　工　　昭和55年10月11日

建設費　　322,426千円

機　　構　　保健衛生局衛生部保健衛生研究所

配置人員　1 8人　所長(1)所長補佐(1)参事(2)

業務内容　　公害対策基本法、食品衛生法、蒙境衛生法等に基づく理化学試験、細菌徴生物学的検査およ

び調査研究を実施している。

業務実績

・環境科学業務

年 度

検 査 項 目

5 6 年 度 5 7 年 度

備 考
検 体 数 成 分 教 検 体 数 成 分 教

大

気

拷

餐

降 下 ば い じ ん 4 8 3 3 6 4 8 3 3 6

大 気 汚 染 物 質 6 7 3 6 7 3 6 5 6 6 8 0 硫 鞄 勤 ,物 . 窒 素 財 物

大 気 重 金 属 6 7 5 3 5 4 8 3 3 6 大 気 中 の 鉄 . マ ン ガ ン 等

雨 水 成 分 0 0 8 3 6 5 0

小 計 7 8 8 1 ,5 4 4 8 3 5 2 ,0 0 2

水

質

汚

潔

河 川 水

生 活 項 目 3 2 3 2 ,8 8 4 2 8 5 2 ,5 1 0
水 素 イ オ ン 濃 度 、

生 物 学 的 酸 素 要 求 量 等

億 頗 目 2 1 1 4 9 3 0 1 8 0
有 機 .) ン . シ ア ン . カ ド ミ

ウ ム . 釣 等

工 場 .事 業 所 排 水 1 4 4 6 2 4 1 4 3 6 3 1
水 素 イ オ ン 濃 度 、

生 物 学 的 簡 素 要 求 量 等

そ の 他 1 2 3 9 7 9 7 4 6 5 8 塩 水 化 調 査

小 計 6 1 1 4 ,6 3 6 5 3 2 3 ,9 7 9

悪 臭 2 7 8 0 1 7 5 1 ア ン モ ニ ア 、 硫 化 物

産 業 廃 棄 物 試 験 1 0 8 1 ,8 1 7 8 4 7 7 8 戸 島 埋 立 地 、 地 下 水

ク ロ ス チ ェ ッ ク 4 1 8 8 1 6 1 5 5 寮 境 庁 関 係

: 般 依 頼 4 1 7 0 0

そ の 他 1 2 6 4 7 7 2 9 2 1 ,5 3 0
江 津 湖 総 合 調 査

へ い 死 魚 関 係

合 計 1,7 0 5 8 ,6 5 9 1,7 7 6 8 ,4 9 5
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衛生化学関係業務

年 度

検 査 項 目

5 6 年 度 5 7 年 度

検 体 数 成 分 数 検 体 数 成 分 教

餐

品

草

顔

乳 規 格 6 8 2 2 4 7 9 2 6 9

食 品 添 加 物 5 1 0 7 2 6 4 5 4 6 3 0

軍 金 属 6 8 1 7 7 1

そ の 他 6 3 9 2 6 9 1 3 9

プ ー ル 浴 場 等 の 水 質 試 験 1 0 4 4 7 3 1 8 8 7 6 8

容 器 包 装 . ふ もち や等 の 試験 1 3 3 2 1 3 2 7

家 庭 用 品 3 5 6 0 1 6 1 6

合 計 7 9 9 1 ,6 1 5 8 3 6 1 ,9 2 0.

依 試

頼 験

飲 料 水 等 1,2 1 9 8 ,6 8 8 2 ,2 3 1 1 4 ,9 1 7

食 品 等 7 7 2 5 3 3

合 計 1,2 2 6 8 ,6 9 5 2 ,2 5 6 1 4 ,9 5 0

細菌・微生物関係業務

年 度

検 体 区 分

5 6 年 度 5 7 年 度

検 体 数 項 目 数 検 体 数 項 目 数

食 品 9 3 4 2 ,3 5 8 1 ,8 1 4 2 ,9 9 3

費 境 ( 河 川 . プ I ル な ど ) 1 ,0 9 3 1 ,6 1 5 4 3 3 5 3 8

食 中 毒 ( 便 . 吐 物 な ど ) 1 2 4 8 7 5 1 8 7 2 ,2 9 5

合 計 2 ,1 5 1 4 ,8 4 8 2 ,4 3 4 5 ,8 2 6

依 試

K M

飲 料 水 等 1 ,2 4 3 2 ,4 8 6 2 ,0 3 3 4 ,0 5 3

食 品 等 2 6 3 4 2 9 3 8

合 計 1 ,2 6 9 2 ,5 2 0 2 ,0 6 2 4 ,1 0 1
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(6)食品衛生関係営業施設の監視指導状況
(昭和5 7年度)

業

m

業 種

法定

監視

回数

施 設 数 法 定 監 視 数 監 視回数 ( 延 ) 監視奉 ( % )

m u 西保 合計 熊保 西保 合計 熊保 西保 合計 熊傑 西保

許

可

業

態

届

也

業

m

飲 食 店 営 業 1 2 5.0 34 1,644 6月7 8 60,40 8 19,7 2 8 8 0.136 6.28 4 1,4 91 7,7 75 101 7.6

菓子 ( パ ンを含む )

製 造 業 1 2 2 67 13 1 3 98 3,2 04 1,572 4,7 7 6 280 1 76 4 5 6 &7 1 12

乳 処 理 業 1 2 3 3 3 6 36 4 6 4 6 1 27.8

特別 牛乳 さく取処理業 1 2

乳 製 品 製 造 業 12 5 2 7 6 0 2 4 糾 25 14 3g 4 1I7 5 83

集 乳 業 12

魚 介 類 販 売 業 12 3 59 3 64 7 23 43 0 8 4.3 68 8.67 6 5 3 1 1.82 8 23 5 9 1 23 4 1.8

魚 介類 せ り売 り営業 12 1 2 3 12 2 4 3 6 3 91 94 25.0 379.2

魚 肉ね り製 品製 造業 12 2 6 3 0 56 3 12 3 60 6 7 2 7 1 71 142 2ユ8 1 97

食品の冷凍または冷蔵業 12 5 12 17 60 1 44 2 0 4 7 6 1 3 l l.7 42

かん語またはぴん詰食品
製造業(上記および下記以外) 12 l l 10 21 13 2 1 20 2 5 2 9 7 1 6 6.8 5.8

喫 茶 店 営 業 6 3 3 0 158 4 88 1,980 9 48 2.92 8 23 6 9 8 33 4 1 19 1 03

あ ん 類 製 造 業 6 4 4 8 24 24 4 8 1 0 10 2 0 4 17 4 1.7

アイスクリーム類 製 造業 6 1 2 5 17 7 2 30 10 2 1 8 1 3 3 1 25 0 4 33

乳 類 販 売 業 6 8 4 2 4 83 13 25 5,052 2.8 98 7,95 0 96 1 44 5 1,40 6 19D 1 5、4

食 肉 処 理 業 6 4 9 9 58 2 94 54 34 8 7 2 6 78 2 45 1 1ユ

食 肉 販 売 業 6 4 55 3 24 7 7 9 2,7 3 0 1,9 44 4,67 4 53 2 60 0 1,13 2 95 3 09

食 肉 製 品 製 造 業 6 4 4 2 4 2 4 9 9 3 7.5

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業 . . 6 2 3 5 12 18 30 7 9 1 6 5 83 5 0.0

食 用 油 脂 製 造 業 6 1 1 2 6 6 12 1 0 1 1 6.7 0

マー ガ リンま た は シ

ョー トニ ン グ製 造 業
6

み そ 製 造 業 6 10 10 2 0 6 0 60 1 20 18 2 8 4 6 30.0 4 6.7

醤 油 製 造 業 6 10 14 2 4 6 0 84 l44 17 3 0 4 7 2 83 3 5∫

ソ l ス 類 製 造 業 6 3 2 5 1 8 12 30 3 3 6 1 6∫ 2 5∬

酒 類 製 造 業 6 2 1 3 1 2 6 18 0 1 1 0 16]

豆 腐 製 造 業 6 5 6 2 8 糾 33 6 16 8 5 04 126 7 3 19 9 3 7.5 4 35

納 豆 製 造 業 6 1 2 3 6 1 2 18 1 7 8 1 61 583

め ん 類 製 造 業 6 2 3 15 3 8 13 8 90 228 3 1 20 5 1 2 25 222

そ う ざ い 製 造 業 b 3 7 7 4 11 1 22 2 " 一 6 66 3 6 12 2 l58 1 62 '7.5

浩聖習w ri -隻 と票?:管5」

に限る) 製造業
6 6 5 ll 3 6 30 66 17 5 22 ▲71 16.7

清 涼 飲 料 水 製 造 業 4 10

1

l4

8

2

1 8 4 0

2

2 8

32

4

2 0

7 2

6

4 8

25

5

ll

2 5

2

2

5.1 83

5 0 5 25 781

氷 雪 製 造 業 2 3 7 2 5.0 50.0

氷 雪 販 売 業 2

12

1 0 24 13 3 9.3 10.0

計 7.5 83 33 5 3 10.9 36 79.68 4 332 24 1 129 08 9.392 1 45 77 l l.8 15.6

給 食 施 設 25 9 1 60 4 19 31 0 8 1,9 2 0 5,02 8 9 1 2 6 117 29 ll

許 可 を 要 し な い
食 品 製 造 . 販 売

2 3.0 58

7

33 24

25 57 5,6 15 61 16

7

95 3 1

5,1 14 l l,23 0 3.4 6 6

3

35 60

3.9 01

2

192 9

7,367

5

7,489

5 61 763

許可を貫しない邑良、容昏1おもちゃ製
造l販売

1 24 31 2 4 3 1 4 29 83

計 2,7 41 6,0 65 7,058 16.289 3 8.6 5 57

合 計 10,907 6,0 94 17,0 0 1 8 8′9 15 40,28 2 129,197 12,95 2 9,112 2 2,064 14.6 2 2J6
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(7)環境衛生関係営業施設等の監視指導状況

(昭和57年度)

区 分

業 種 内 容 熊 本 保 健 所 西 保 健 所 討

営

莱

六

法

理 容 所

施 設 数 . 4 8 9 2 6 1 7 5 0

監 視 回数 (延 ) 2 5 6 2 0 2 4 5 8

監 視 率 (% ) 5 2 .4 7 7 .4 6 1 .1

美 容 所

施 設 数 7 4 5 3 4 3 1 ,0 8 8

監 視 回数 (醍 ) 4 0 3 3 0 8 7 1 1

監 視 率 (% ) 5 年-1 一8 9 .8 6 5 .3

クリーニンク∴所

施 設 数 5 5 9 3 1 4 8 7 3

監視 回数 (延 ) 2 9 1 o o o 5 1 3

監 視 率 (% ) 5 2 .1 7 0 .7 5 8 .8

興 行 場

施 設 数 2 4 2 2 6

監視 国数 (延) 5 5 3 .5 8

監 視 率 (% ) 2 2 9 .2 1 5 0 .0 2 2 3 .1

旅 館

施 設 数 2 6 3 1 8 2 4 4 5

監視 回数 (延 ) i 2 ; 1 1 4 2 3 6

監 視 率 (% ) 4 6 .4 6 2 .6 5 3 .0

公 衆 浴 場

施 設 数 1 3 7 4 7 1 8 4

監視 回数 (延 ) 3 1 2 5 6 3 6 8

監 視 率 (% ) 2 2 7 .7 1 1 9 .1 2 0 0 .0

計

施 設 数 2 ,2 1 7 1 ,1 4 9 3 ,3 6 6

監 視 回 数 (醍 ) 1 ,4 3 9 9 0 5 2 ,3 4 4

そ

の

他

般

環

境

衛

坐

温 泉

施 設 数 1 0 1

監 視 回数 (延 ) 0 0 0

日.

施 設 数 1 6 1 5 3 1

監 視 回数 (延 ) 1 5 1 2 2 7

墓 地 .納 骨堂

・k m

施 設 数 6 4 3 7 7 8 1, 4 2 1

監 視 回数 (延 ) 4 3 .7

ピル管 理 法 によ

る特 定 建 築 物

施 設 数 7.8 3 2 1 1 0

i r ffi 回数 (檀 ) 3 4 2 0 5 4

遊 .泳 場

施 設 数 6 7 1 3

監 視 回数 (延 ) 3 7 1 6 5 3
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5　環　境　保　全

(1)公害対策

ア　苦情受付件数

年 度

種 別
5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

大 気 汚 染 4 5 4 3 3 6 2 4 3 3

水 質 汚 濁 1 8 2 1 1 7 1 9 2 0

s # 8 4 8 9 7 2 6 3 8 5

振 動 4 8 2 4 2 3 1 4 1 6

悪 臭 4 5 4 0 3 5 3 5 2 4

そ の 他 0 1 3 0 0

計 2 4 0 2 1 8 1 8 6 1 5 5 1 7 8

イ　保　有　槻　材

区分 機 械 名 台数 区分 機 械 名 台数

大

気

汚

染

デ ポ ジ ッ ト . ゲ l ジ 3

汰

質

拷

濁

携 帯 用 シ ア ン 計 1

ハ イポ リウムエア ーサ / プ ラ- 2 携 帯 用 電 動 慶 計. 1

ロー ポ 1} ウ ムエ ア ーサ ンプ ラ- 2 自 動 採 水 器 2

2 4 連 エ ア - サ ン ブ ラ l 1 採 水 券 1

自 動 車 用 C 0 渡 慶 測 定 機 1 採 据 器 o

大気汚染監視用分析装置 ( C O ) 1 工 場 排 水 特 殊 流 量 計 1

大 気 汚 染 測 定 装 置 (S 0 2 ) 3 抽 分 渡 慶 計 1

全 ノ炭 化 水 素 分 析 装 置 1 流 速 計 1

オ キ シ ダ ン ト 分 析 装 置 1 プ ラ ン ク ト ン ネ ッ ト 1

窒 素 酸 化 物 分 析 装 置 2
蛋

立
l∃

指 示 騒 音 計 3

徴 風 向風 速 計 M V 1 1 0 ーC 3 高 速 度 レ ベ ル レ コ ー ダ ー 3

長 期 巻 自 記 温 湿 度 計 2 デ ジ タ ル 騒 音 計 1

百 葉 箱 1 振 動 測 定 装 置 1

煙 道 排 ガ ス 測 定 装 置 1 そ

の

他

公 害 パ ト ロ ー ル 車 1

悪 臭 測 定 装 置 1 採 水 奉 1

0 Ⅹ 動 的 校 正 装 置 1 巌 音 ノく ト ロ ー ル 車 1

ウ　熊本市公害対策審議会

日　的　公害対策に関する基本的事項、その他市長が必要と認める事項について市長の諮問に応じ、

調査審議する

委員構成　1 5人以内

○　学識経験を有する者

o　市議会議員
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o　関係行政機関の職員

任　　期　　2年

報　　酬　　日額　5,000円

工　熊本市公害モニター制度

目　　的　　熊本市公害モニター設置要綱(昭和4 7年7月1日施行)第2項に規定する公害発生状況

の記録及び報告等に関すること

委員構成　　2 0人以内

医師会、薬剤師会、人権擁護委員会、婦人会、公害防止に関する団体、その他諸団体には

かり公害に関心のある2 0才以上の市民の中から選考して依頗する'

任　　期　1年

報　　酬　　月額　600円

オ　大気汚染

環境基準達成状況 (昭和57年度)

Il lj

定

局

物 質 総 則定

時 間数

有効 測

定 日数
環 . 境 基 準

環 境基 準

趨 過 回 数

5 7旬 蔓の

環境 基 準

達 成 率 餌

56年度 の

環 境基 準

達 成宣 ei)

.5 5 頓 の

環 境 基 準

,-・i.¥. ; →

請

役

節

局

- S i it

硫 黄

6 ,4 5 3 2 6 7

1 時 間 値 の 1 日平 均 値 が

0.0 4 p p m i以下 で ある こ と
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 時 間値 が 0.1 pp ra 以 下

で あ る こ と
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

- 酸 化

炭 素

8,6 2 0 3 5 5

1 時 間値 の 1 日平均 値 が

lO p p m 以 下 であること
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 時 間値 の 8 時 間平 均 値

が 2 0 p p m 以下 であること
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

二 酸 化

窒 素

8 ,6 9 5 3 6 2

1 時 間値 の 1 日平 均 値 が

0.0 4~ 0 .0 6 p p m の ゾーン内

ま た はそ れ以 下 で あ る こ

と

0 1 0 0 9 8 .6 1 0 0

i- * 蝣:・

ダ ン ト
5,2 3 3 3 5 5

1 時間 値 が 0.0 6 p p m .以 下

であ る こ と
.1 1 0 0 .0 9 9 .9 9 9 .3

湖

莱
中

学
質

二 酸 化

硫 黄

8,1 4 4 3 2 6

1 時 間 値 の 1 日平 均 値 が

0 .0 4 p p m 以下 である こと
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 時 間 値 が 0.1 p p m 以 下

で あ る こ と
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

古

町
小 .
学

校
早

二 酸 化

硫 黄

8,1 2 2 3 3 6

1 時 間値 の 1 日平 均 値 が

0 .04 p p m 以下であ ること
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 時 間値 が 0一l p p m 以 下

で あ る こ と
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

(荏)環境基準達成率1 0 0'とは、環境基準超過回数が0回であっ*.こと

環境基準達成率1 0 0.0 %とは、環境基準超過回数の率が、有効数字下2桁以下の率であっ
たことを意味する

オキシダントにつhては、昼間総測定時間数、昼間測定日数である。
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届出施設数

届 出 対 象

午

区 分 度

事 業 場 . 工 場 数 ば い 姪 発 生 施 設 数

5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

大 気 汚 染 防 止 法

事 業 場 2 7 6 2 7 4 2 8 1 2 8 7 2 9 2 3 7 6 3 7 5 3 8 5 3 9 3 4 0 2

工 場 7 4 7 3 6 9 6 5 6 6 1 2 1 1 2 2 1 1 8 1 1 6 1 1 8

熊 本 県 公 害

防 止 条 例

事 業 場 1 6 5 1 7 7 1 9 7 2 1 3 2 3 5 2 1 3 2 2 5 2 5 0 2 6 7 2 9 2

工 場 4 4 5 .3 6 3 6 6 6 7 6 7 8 8 9 6 9 4 9 6

降下ばいじん量の経年推移(トン/u/月)

成 地 区

年 度 分

市 役 所 城 南 中 学 校 湖 東 中 学 校 全 市 平 均

I S T I S T I S T I S T

5 3 1.6 2 1.9 8 3.6 0 1.2 9 2 .9 1 4.2 0 1.8 1 3 .6 9 5.5 0 1.5 7 2 .8 6 4 .4 3

5 4 1.9 4 2.3 8 4.3 2 1.6 4 3 .4 3 5 .0 7 2 .0 1 3.8 2 5 .8 3 1 .8 6 3.2 1 5.0 7

5 5 0.6 0 1.9 0 2.5 0 1.0 1 2 .2 7 3.2 8 1.1 1 2.0 9 3.2 0 0 .9 1 2.0 9 3.0 0

5 6 0.4 9 1.7 0 2.2 0 1.0 4 1.8 0 2.8 4 0 .7 0 1.3 9 2 .0 9 0.7 4 1.6 3 2.3 7

5 7 0.5 8 1 .8 3 2.4 2 1.4 3 2.0 4 3.4 6 1.4 4 1.7 7 3.2 1 1 .1 5 1.8 8 3 .0 3

(荏) I ・-・不溶解成分　　s　　溶解成分　　T--・降下ばいじん総量
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5H3
(昭和57年度平均)

河 測 定項 目

川

名 調 査 地 点

P H C l D 0 B O D S S
採 水

(欝 イオ孟 ) 暦 イオ妄 (声群 嘩 蕉 ) 鳥 鵠 物 質) 回 数

加

*

川

藻 器 塊

最 小 最 大 p pm p p m p p m - P p m

86 .9 ~ 7 .5 3 0 3 .7 2 5 9

健 軍 川 7.0 ~ 7 .3 2 2 6 .5 1 4 1 2 9

砂 敢 橋 6 .9 ~ 7 .3 1 4 7 .4 5 .3 4 l l

l上 江 津 橋 6.8 ′- 7 .2 1 2 6 .9 2 .8 負 1 2

秋 津 橋 .7 ~ 7 .8 1 2 7.台 4 -2 l l 1 2

西 無 田 橋 6 .8 ′- 7 .7 1 0 9 -2 2 .6 1 5 1 2

秤

井

川

打 越 橋 7 .0 ~ 7 .4 2 0 7 .0 6 .4 4 8 3 3

& 7 . 1 ~ 7 .6 1 9 6 .9 4 .8 4 4 l l

城 山 上 代 橋 7 .0 ~ 9 .0 2 5 4 .4 1 3 7 1 3-3

千 金 甲 橋 i.9 ~ 7 .5 2 5 0 4 .4 6 .0 6 2 2 1

井

芹

川

山 王 橋 6.9 ~ 8 .2 1 3 9 .4 3 .9 4 3 3 6

段 山 橋 7.0 ′- 7 .7 1 9 8 .1 8 .7 2 0 3 6

尾 . 崎 橋 7.1 ′- 7 .5 2 1 6 .4 l l .1 2 6 3 6

白

川
青 原 橋 7 .1 ~ 8 .0 1 4 9 .5 2 .0 1 5 1 2

井

辛

- の 井 手 7.1 ′- 7 .9 1 3 7 .9 3 .7 2 6 2

二 .0 -n - 辛 7 .3 ~ 8 .0 1 3 7 .8 3 .0 1 8 2

三 の 井 手 7.5 ~ 7一8 1 5 7 .0 4 .1 2 6 2

(荏) pPm一一汚濁物質の濃度1 00万分の1

水質汚濁防止法に基づく届出件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和5 7年度)

設 置 使 用 構造等変 更 氏名等変 更 廃 止 帯定事業場数
規 制 対 象

特定事 業場数

2 4 0 4 1 4 3 5 0 7 9 9
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キ　騒　　音

特定施設届出件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和5 7年度)

届 出の区分

痩 . 条卿
設 置 使 用 数等変更

氏 名 等

変 更
使用全廃 承 継

工 場 .

事業場数
施 虚 数

騒 音 規 制 法 1 5 1 2 1 8 1 2 6 3 6 2,7 2 7

熊本県 公害防止条例 1 1 1 1 7 0 3 0 1,3 6 2 6,5 1 7

合 計 1 2 6 2 9 1 8 4 2 1,9 9 8 9,2 3 4

特定建設作業実施届出件数

毎 度

特定 建 設 作 業 の種 類 .
5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

騒 基

音 づ

& >

に 出

杭 打 機 . 杭 抜 機 を 使 用 す る作 業 1 1 4 1 1 7 1 1 4 1 1 5 1 2 3

び よ う 打 機 を 使 用 す る 作 業 0 0 0 0 0

書 く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 8 8 7 5 4 1 4 7 4 9 1

空 気 圧 縮 機 を 使 用 す る 作 業 3 5 5 o 2 8▼ 1 8

コン ク リー トプ ラン ト又 は アスフ ァ

ル トプ ラ ン トを設 け て 行 う作 業
0 0 0 0 0

県 軍

票 孟

P に 出

コンクリー トカッターを 使 用 す る 作 業 2 6 2 2 6 1 0 1 5

掘 削 機 械 を 使 用 す る 作 業 4 7 2 4 9 6 4 1 3 4 3 0 4 0 2

鋼 球 を 使 用 す る 作 業 5 1 2 3 0 0

合 計 7 4 0 7 2 7 5 7 9 6 3 0 6 0 7

ク　振　　動

特定施設届出件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和5 7年度)

届出 の区分

法
設 置 使 用 数等 変更

氏名 等

変 更
使用全廃 承 継

工 場 .
事業場数

施 設 数

振 動 規 制 法 2 0 3 8 0 0 1 4 4 6 4 9

ケ　公害防止事前指導

公害防止事前指導は、工場等の建築確認が申請書れた段階で、将来予知きれる公害問題を検討し、抜本

的な公害防止対策が詐ぜられることを目的として、昭和4 7年1 2月より指導を始めた。

年 度 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

指 導 件 数 5 3 2 5 7 0 4 4 0 3 9 7 5 0 8
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(2)地下水保全集例に基づく地下水採取状況(推計値)

年 度

用 途 5 3 5 4 5 5 5 6

上

汰

道

用

# p # 6 0 6 1 6 4 6 8

一 白平 均採 敬 量 (m s) 2 0 0 ,6 0 2 1 9 8 ,5 1 5 1 9 4 ,3 1 4 1 9 9 ,7 0 4

年 間 採 牧 童 (Iの 7 3 ,2 1 9 ,9 8 2 7 2 ,6 5 6 ,4 6 8 7 0 ,9 2 4 ,5 1 9 7 2 ,8 9 1 ,8 8 8

負

業

汰

産

」

殖

用

井 戸 本 数 (本) 1 ,5 0 6 1 ,4 9 9 1,4 9 5 1 ,4 8 9

】 日平 均 採取 量(が) 6 6 ,3 8 5 6 1 ,7 1 2 5 1 ,9 9 8 6 3 ,5 0 6

年 間 採 取 量(諺) 2 4 ,2 3 0 ,7 7 2 2 2 ,5 8 6 ,6 7 0 1 8 ,9 7 9 ,4 6 5 2 3 ,1 7 9 ,8 7 0

工

業

ォ

薬

物

t

磨

用

等

井 戸 本 数 (本 ) 1,6 0 5 1 ,5 9 8 1 ,6 0 0 1 ,5 4 6

一 日平 均 採取 量(n f) 1 2 4 ,2 5 8 1 3 0 ,6 8 4 1 2 1 ,4 0 9 1 2 6 ,5 9 9

年 間 採 取 量(Iの 4 5 ,3 5 4 ,3 8 9 4 7 ,8 3 0 ,2 4 3 4 4 ,3 1 4 ,2 8 6 4 6 ,2 0 8 .4 9 0

A
口

計

井 戸 本 数 (=萄 3 ,1 7 1 3 ,1 5 8 3 ,1 5 9 3 ,1 0 3

- 日平 均 採 取量 (m 3) 3 9 1 ,2 4 5 3 9 0 ,9 1 1 3 6 7 ,7 2 1 3 8 9 ,8 0 9

年 間 採 取 量<m 3 1 4 2 ,8 0 5 ,1 4 3 1 4 3 ,0 7 3 ,3 8 1 1 3 4 ,2 1 8 ,2 7 0 1 4 2 ,2 8 0 ,2 4 8

-135-



6　緑　化　推　進(森の都作戦)

(1)　概　　況

健康で択通夜生活課境づくDを目的とした酎u-- 「森の者的戦」は.昭和4 7年9月市議会におけ

る「森の都宣言」を可決以来着々とその成果をあげている。

すでK1 0年目をすぎたこの作戦は市民の関心と理解を得て急速に進展しつつあるが、これからも縁

iLiC|VJ,!蝣.,二,].Vi!:,,ln!'i Iv∴n'-j : i・.汁副い:塞-キ2 O年、 3 1iipiV・*蝣!(*二　蝣iiif--H'. :　ミ辻

の奄rim V: ^-'"^';棚LJにtuu赴t・'・†>'.<二心:(;;・・r,:.ニーSCOiJj nj-i-㌔)I ';し一c.・二三・.

(2)森の都作戦推進体制

(3)事　業　内　容

第一次目標を昭和6 0年とした録の街づくり計画淀基づき下記の重点施策を計画的に推進するO

ア　緑の保護・造成事業

市内に点在する由緒ある名木、大木、古木の保護育成

緑地の保全

公園、学校、公共施設等ゐ緑化

公園緑地の確保と整備

街路の緑化

市営圃場の育成管理

イ　市民運動の展開

緑化思想の普及徹底

市民運動の助長育成

家庭の緑化

記念植樹運動
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(4)事業実施状況
(昭和57年度)

事 .菓 名 事 業 概 要 金 額

録 の 保 全 保存樹木及び公共樹木の育成 管理 ( クスノキ.イチョウ等 ).
千円

2 3,1 1 3

線 化 啓 蒙
市民運動に よる地域蒙境緑化 、苑首由 布学校貴 境線化 コン

クl ルの実施、地域 リI ダ - 育成啓蒙用冊子等作成 ( ツツ 6,1 8 1

ジ等 )

開 場 管 理 蓮台寺田場 外 2 カ所の維持管理 6,1 4 7

公 園 緑 化 既設公園補植 6,8 0 8

学 校 縁 ノ化 新設校及び未整備校植栽 1 6,8 2 1

埠 域 線 イ七 -地域の環境整備 に必要 夜樹木等の配布 1,9 1 2

市 施 設 緑 化

中高年令労働者福祉センタ- . 川尻公会堂

1 2 ,3 2 9
職業訓練 センター .市立中央図書館

横井小柄記念館 . 城山墓園

北部保健 センター .幸 田市民セ / タl ( ツツジ、ホクセイ等 )

街 路 緑 化.
萌路樹植栽及 び植樹桝設置 (ハマヒサカキ.シャ))ンノミイ)

2 5,0 8 0
詑壇及び フラワ- ポ ットの設置 (ペコニヤ.サルビア.ノ<y ジI )

家 庭 緑 化 生垣設置奨励補助、縁化 協定 区域樹木 配布 (マキ.キンモクセイ等) 2 ,1 7 8

立田山生 活環境

保 全 林 買 入 れ
管 理 事 業

立田山生活環境保全林の買収 ( ナ ラ . クヌギ等う.
6 9,4 5 0

生活募境保全林 内立田山憩 の森の下草刈、施肥、除草等管理

森 の 都 宣 言

1 0 周 年
森の都宣言 1 0 周年 を記念 し記 念式典及び記念事業実施 9,8 8 4

そ の 他 く壌 もと春 の植木市はか 5,8 0 4

計 1 8 5,7 0 7
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(6)くまもと春の植木市

4 0 0年の伝統をもつ本市恒例の「くまもと春の植木市」は、熊本に春の訪れを告げる風物詩として、あ

るいは線の祭典として市民に親しまれてきた。

特に最近の市街化の進展による自然や人間性の喪失を危供する市民の生活実感から緑化意識の高まりとと

もに年々隆盛の一途をたどっている。

出展業者は、 3 5 0業者、出展数は1 0 0万点をかぞえる規模で、県内、九州はもちろん全国的にも広く

知られ、熊本の春の最大行事となっているo

昭和58年実施状況

主　　　催　熊本市・くまもと植木市振興会

後　　援　熊本県・熊本日日新聞社　NHK熊本放送局・RKK-TKU・KKT

開催期間　　2月1日(火)～3月10日(木)　38日間

場　　　所　　熊本駅前　白川橋際(本山町白川河川敷)

面　　　積　　約25,000m2

うち駐車広場6,0 0 0i㌔(約3 0 0台収容)

展示小間数　　7 30小間( 1小間当たり1 0Iが)

うちビニール-ウス　1 72′J、間

出展品目　　庭園樹(大物、小物) ・盆栽・草花・庭石・造園・鉢類・石灯ろう・観賞魚等(約1 00

万点)

出展業者

催　し　物

350;

全国盆栽銘品展( 2月1日～2月7日) 7日間

サツキ(ツツジ)展(2月9日～2月15日)　7日間

肥後ツバキ展(2月17日～2月22日)　6日間

盆栽教室(2月5日(士)・2月12匝(士)・2月20日(日)午後1回)　3日間

庭木手入教室(2月6日(日)・2月11日(金)・2月19日(士)午級l回) 3日間

草花教室(花壇2月26日(土)・鉢花3月5日(土)・洋ラン3月6日(日)年後1回)

3日間

カラオケ大会と県出身歌手歌轟ショ-( 2月1 3日(日)午後1回)

チャt)ティ-オブショy(2月27日(日)午前・午後2回)

盆栽展表彰式( 3月6日(日)午後)

モデル生垣展示(期間中)

託とみどりの相談所(期間中)

新築・誕生記念樹の配布(期間中)

植木市写真コンテスト(期間中)

森の都宣言1 0周年の歩み展( 2月24日～3月10日) 1 5日間
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7　じ　ん　芥　処　理

廃棄物の処理及び清掃_に関する法律の施行によb本市の収集地域は全市城とし、一般ゴミは週2回(定日走

路線方式)不燃物は毎月1回、粗大ゴミは年2回収集している。尚、あきビン・あきカンの収集は再資噂化

事業所に委託している。

(1)収集及び処理量

ア　収集量

(単位　t)

年 度

区 分

5 5 5 6 5 7

総収 集 量 月 平 均 日平 均 総 収 集 量 月 平 均 日平 均 総 収集 量 月 平 均 日平 均

直

普

北 部 清 掃 事 業所 4 2 ,6 4 4 3 5 5 4 1 1 7 4 3 ,7 5 7 3 ,6 4 6 1 2 0 4 6,8 0 8 3 9 0 1 1 2 8

西 部 清 掃.事 業所 3 6 ,1 9 7 3 .0 1 6 9 9 3 7 β1 0 3 .1 5 1 1 0 4 4 1,3 2 9 3 4 4 4 1 1 3

清 掃 管 理 第一 課

不 燃 物 、粗大ゴり
13 4 0 4 1 ,1 1 7 3 7 . l l ,8 9 2 9 9 1 3 3 7β7 8 6 5 7 2 2

許 可 業 者 2 7 ,4 0 2 2 2 8 3 7 5 3 0 ,0 7 3 2 ,5 0 6 8 2 3 8 ,4 9 9 3 2 0 8 1 0 5

自 己 搬 入 7 2 2 8 6 6β2 4 1 9 8 5 0 β 5 2 4 2 4 6 1 3 9 4 4 3 6 4 3β9 7 1 2 2

計 1 9 1β 3 3 1 5β9 4 5 2 6 1 7 4 ,4 8 4 1 4 5 4 0 4 7 8 1 8 4 9 6 3 1 5 4 1 4 5 0 7

(荏) 1人当た37 1カ月の排出量　　・28,648?

1人当た91　日の排出量-　　　　942T

イ　処理量

(昭和57年度)

年 度

区 分

5 5 5 6 5 7

総処 理 量 月平 均 日平 均 総処 理 量 月平 均 日平 均 総 処 理 量 月 平 均 日平 均

焼

却

北 部 清 掃事 業 所 2 5 ^ 8 5 2 ,1 0 7 6 9 2 2 ,1 2 1 1.8 4 3 6 1 2 3 4 1 5 1β 5 1 6 4

西 部 清掃 事 業 所 1 6 3 9 2 1 ,4 1 6 4 7 1 7 ,4 7 3 1 ,4 5 6 4 8 2 4 J 2 8 2 D l l 6 6

東 部 清 掃 工 場 9 2 1) 4 7 7 ,6 7 1 2 5 2 8 9 ,3 4 1 7 ,4 4 5 2 4 5 9 5 ,6 7 1 1 7β7 3 2 6 2

埋 立 5 7 ,6 0 9 4β0 1 1 5 8 4 5 ,5 4 9 3 ,7 9 6 1 2 5 4 1,7 4 9 3 4 7 9 1 1 4

計 1 9 1β 3 3 1 5β 9 4 5 2 6 1 7 4 ,4 8 4 1 4 5 4 0 4 7 8 1 8 4 ,9 6 3 1 5 4 1 4 5 0 7

(2)手数料及び処分乗用

ア　一般廃棄物処理手数料(昭5 5.4. 1施行)

(∋　一般家庭から生ずる一般廃棄物

o定期に行うもの一一一無料

o臨時に行うもの-・一一1 Ok?までごとに6 5円

ただし、この算定基準によることが著しく実情にそぐわないものについては、 1 6リットルまで

ごとに35円
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④　事業活動に伴って生ずる一般廃棄物(処理計画により定期に収集するものを除く)

1Ok?までごとに65円

ただし.この算定基準によることが著しく実情にそぐわないものについては、 1 6 !)ットルまでごと

に35円

イ　事業活動に伴う廃棄物の処理費用(昭5 5.7. 1施行)

20Okサまでごとに300円

(3)保有車両及び人員 (昭58..4.1現在)

事 I業 所 名 2 t
バ ツ カ-

ロ- ク 1)I フ¥ 1'
( シ ョベ ル

ロ- ダ - )

灰 出 予 備 車
運 転 手

技 術 吏 員

ダ ン プ 車 ロー ダ ー ダ ン プ 車 2 tタンプ車 作 業 員

北 部 清 掃 事 業 所 1 3 2 7 2 n 4 4 2 7 7

西 部 清 掃 事 業 所 3 4 1
2

バ キューム 1
4 4 3 6 5

東 部 清 掃 工 場 1 2 2 1 7

清 掃 管 理 第 一 課 1 2
4

コニカタダ一 1

パキ1 , ム 1

散 水 車 1
3 1 5 2 7

(注)　管理職.事務職は含まない　車両について蛙、予備車を含む

(4)資源回収運動事業

目　　　　　的

IKl　垣　間

収　集　回　数

住民搬出方法

収　集　品　目

*　　#

住民の自主的な有価物回収運動を促進し.さらに不燃ごみ中のビン、カン類の再資源

化を積極的に推進することによれ省資源対策をふまえたごみの減量、埋立地の延命、

市民の省資源意識の向上を期する

ビン.カン類再資源化事業所

不燃物収集日の他に、毎月1回

袋または、ダyポーAs箱・に入れ.回収日の朝から午前8時3 0分まで、町内の不燃物

集積場-搬出する

ガラス製及び金属製の容器類

2事業者

年 度

区 分
5 5 5 6 5 7

収 集 量 2,2 5 7 t 4 ,6 9 0 t 4 ,7 8 2 1

補助 金 交 付額 5 3,5 4 9千円 8 8▼2 8 3千円 8 8,2 9 0 千 円

(注)補助金は、回収経費及び選別経費の合算額から

売却代金を差し引いた額を基礎として算定した額
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(5)焼却施設

名　　　称

所　在　地

敷地面積

建設年月日

建　設　費

焼却施設

建物面積

処理能力

設計施工

塾　　式

破砕施設

建物面積

処理能力

設計施工

型　　式

東部清掃工場

熊本市戸島町25 7 0番地

5 4,0 00nf (工場敷地約3 4,00 0m2)

昭52.3.20-　昭54.3.31

4,200,000千円

7,3 7 2 nf (管理棟を含む)

300t/24H(150t2基)

日本鋼管株式会社

日本鋼管-フエル/ト式連続ごみ焼却炉(回転キルン付)

1,250i㌔

100t/5H

三菱重工業株式会社

横型回転-ンマ-式

名　　　称　北部清掃事業所

所　在　地　熊本市清水町大字新地1924番地1

敷地面積　　23,306rf

建物面積　1,76a9nf

処理能力　　80t/8H(40t2基)

建設年月日　　昭37.6.19-　昭38.3.3 0

建　設　費　　90,000千円

設計施工　　三和動熟工業

型　　式　　逆送式

清掃工場建設計画

名　　　称

所　在　地

敷地面積

建物面積

処理能力

稼動開始予定

工事期間

処理方式

熊本市第二期清掃=場(仮称)

熊本市城山薬師町3 6 7番地

29,210irf

4,500m!

450t/24H (225t　2基)

昭和61年4月

昭和57年4月～昭和61年3月

全連続燃焼式
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西部清掃事業所

熊本市城山半田町1番地

1.0,051

i,9i a5　㌔

80t/8H (40t2基)

昭40.8.23-　昭41.6.30

1 30,000千円

藤永田造船所

プライプリコ式　~

田



(6)余熱利用施設

目　　的　東部清輸工場の余熱を利用した浴室のある施設で地元住民をはじめ広く市民の健康陳持と

福祉の増進に資する

名　　　称　　三山荘

所　在　地　　熊本市戸島町2582番地2

経営主体　　熊本市(管理運営は戸島地域環境像全協議会に委託)

開設年月日　　昭和55年5月7日

構　　　造　　鉄骨平屋建

敷地面積　　5,496r㌔

産物面積　　511.65m2 (浴室.大広間、和室2)

建　設　費　120,000千円

定　　員　100名

使　用　料　大人(高校生以上) 170円　ただし、地元町内会に所属している者は無料

'j、人(中学生以下)無料

休　館　日

供用時間

(7)埋立処分地

名　　　称

所　在　地

敷地面模

壇3Z面積

埋立容量

工事期間

処分開始及び
mszigm

建　設　費

毎週月曜日、 12月29日から翌年1月3日まで

午前1 0時から午後4時3 0分まで。ただし.市長が必要と認めるときは時間を延長する

ことができる

はぜ山埋立処分地

熊本市戸島町2 6 9 6番地

70,147i㌔

45,100m2

327,040nf

昭和5 4年4月′-昭和5 7年9月

昭和5 5年4月.-昭和5 9年3月

525,000千円

(ら)埋立処分地建設計画

名　　　称

所　在　地

敦地面積

連立両横

埋立容量
処分開始及び

終了予雇年度

工事期間

建　設　費

熊本市扇田埋立処分場

熊本県飽託君附ヒ部町大字釜尾字扇田1 5 7 1番地

120,000i

91,600m2

1,060,678∬～

昭和59年4月～昭和6 9年3月

昭和5 7年4月′-昭和6 0年3月(主なる工事)

2,514,498千円
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8　尿　尿　勉　理

本市の尿尿処理は許可制( 5社1協同組合)にようて全市域を6ブロックに分け、各値帯毎月1回以上収集

し、東部汚水処理場、i連台寺下水処理場で1 0 0 96衛生的に処理している。

(1)処理対象

I' -; t¥i 15 5 6 5 7

行 政 区 域 内 総 人 口 5 3 4-0 0 0 5 3 8,0 0 0

人

口

内

訳

水 洗 化
公 葬 下 水 道 1 3 5,0 0 0 1 7 4 ,0 0 0

尿 尿 浄 化 槽 2 1 5,0 0 0 2 1 5,0 0 0 、

く み 敢 り 1 8 2,0 0 0 1 4 7,0 0 0

自 家 処 理 2 -0 0 0 2,0 0 0

吹

隻

くみ 取 り尿尿

収 集 人 口 1 8 2,0 0 0 1 4 7,0 0 0

1 日 収 集 量 ( U ) 3 0 2.3 3 0 0.0

1 人 1 日収集 量 ( 2 ) ユ.4 1.4

浄 化 槽 汚 泥
1 日 収 集 量 U &i) 1 9 1.9 2 0 7.9

1 人 1 日収集 量 ( I ) 0.5 0.5
l巨.m 合 計

1. 日 収 集 量 (.U ) 4 9 4 .2 5 0 7.9

1 人 1 日収集 量 ( 2 ) 1.9 1.9

(2)収集及び処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　ke)

年 度
区 分 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

収 集 1 4 5,6 6 7.5 1 4 8 ,4 5 8 .0 1 3 7,3 6 2ヱ2 1 4 9,9 8 2 .8 1 5 5,6 8 5.1

処.

理

東部汚水処理場 9 5,7 0 9.5 9 7,6 7 3.6 8 7,4 3 8.2 9 9,6 3 2 .5 9 7,8 3 0.2

連台寺下水処噸 4 9,9 5 7.8 5 0,7 8 4 .4 4 9,9 2 4 .0 5 0 ,3 5 0 .3 5 7,8 5 4 .9

計 1 4 5,6 6 7.5 1 4 8ー4 5 8.0 1 3 7,3 6 22 1 4 9,9 8 2.8 1 5 5,6 8 5.1

(3)料　金(昭57.4.1施行)

普通料金　1月につき1人当た少310円(普通世帯及び準世帯)

加算料金　普通料金を徴収する世帯でその月に1回をこえて汲み取る場合は、そのこえることとなる

回数に1人につき1 55円を乗じた額

特別料金　1 1)ットルにつき7円50銭(多数の者が利用する施設)

(4)業者保有車両及び人具(昭5a 4. i現在)

3.7K!車　　　　1 0台

3.IKi車　　　　　　8台

2.7U車　　　　1 3台

1.8Ki車　　　　1 4台

運転手・作業員　　9 2人
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(5)終末処理施設

区分 名称 連台寺下水処理場 (尿尿処理関係) 東 部 汚 水 処 理 場

所 .香 . 也 連台寺 町 9 2 0 番地 秋津町満山津 1 3 8 7 番地

敷 地 両 横 9 3,9 0 0 r㌔ 3 1,6 0 4 rが

建 物 面 積 1 9,0 0 0 m2 9,3 1 5 i㌔

処 理 能力 人 口 1 5 0,0 0 0 人 3 o a o o 0 人

処 理 能 力 1 8 O itt / 日 4 4 5 Ki/ 日

実 質 処 理 量 1 7 O Ki/ 日 3 1 O K */ 日

建 設 年 月 日
1期 昭 3 3 . 6 ~ 3 4 .1 0

2 期 昭 3 7.1 2 - 3 9. 3

1 期 昭 3 7.1 2 - 3 9.1 2

2 期 昭 4 3.1 2 ~ 4 5. 3
3 期 昭 5 a 1 ~ 5 4. 3

建 設 費 1 6 3,7 0 0 千 円 1,1 9 7,5 5 1 千円

施 工 荏原製作所 荏原 インフィルコK K . 三菱重工業

方 式 第一次方式 加温二段嫌気性消化 方式

≡ : 芸芸芸 蓋莞嘉蓋慧 芸 ( 3 2 0 0 / 0 )

梶方式
酸 化処理方式 ( 5 O K i/ 日)圧送施設(7 SM / ¥日)
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9　産　　院

(1)概　　要

所　在　地

敷　地両　横

建　物　面　積

本　　　館

新　　　館

医師住宅

看護婦宿舎

病　床　数

熊本市本山町4 2 7番地

3,028i㌔

2,05 6.71㌔

鉄筋コンク1)-ト2階建　延1,110.8:

鉄麻コンク1)-ト3階建　延566nf

木造瓦茸平屋建　6 4nf

木造瓦茸2階建　延123nf　　鉄衝コンク1)-ト2階建　延211iが

38床

職　員　数　　医師4人　助産婦(看護婦) 31人　薬剤師外6人　事務職員7人

(2)利用状況

年 度

区 分 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

* m ォ ( m 1,0 6 7 9 6 0 8 3 8 8 6 8 7 8 0

入 院 数 ( 件 ) 1 6,1 2 2 1 5 ,6 3 0 1 5,9 4 9 1 7,4 5 0 1 5,7 7 4

外 来 数 ( 件 ) 1 8 ,0 3 7 1 7,3 7 1 1 5,1 3 2 1 5,9 7 9 1 3 ,8 7 2

計 3 4 ,1 5 9 3 3 ,9 6 1 3 1,0 8 1 3 3,4 2 9 2 9,6 4 6

(荏)　計欄は分娩数を除く

(3)経営状況 (単位　千円)

年 産

区 分
5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

収 入 3 3 2 ,5 9 8 3 3 9 ,6 3 2 3 7 9 ,6 0 6 4 1 9 ,9 5 8 4 1 3 ,5 8 3

支 出 3 3 2 ,5 3 5 3 3 7 ,2 6 7 3 7 3 ,3 4 6 4 1 9 ,9 0 1 4 1 3 ,5 2 2

損 益 6 6 2 ,3 6 5 6 ,2 6 0 5 7 6 1

(4)使用料及び手数料

ア　使用料

個室(3室) 1日につき　　　　500円

イ　手数料

分　娩　科　　　　　　　　65,000円

胎盤処置科　1胎につき　　　　6 0 0円

文書手数料　1通につ巷　　　1,0 0 0円

但し、死亡診断書と生命保険関係書類は1通につき2.0 0 0円

り　その他

新生児陳育管理料1日につき　4,500円
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10　市　民　病　院

(1)概　　要
所　在　地

開設年月

貴地面積

建物面積
増　改　築
建　設　費

構　　　造

主な設備

病　床　数

医師及び
看　護　婦

二期増改築
工事概要

熊本市湖東1丁目1番6 0号

昭和2 1年2月　　昭和5 1年1 2月28日増改築工事着工

昭和54年　2月28日同　　　竣工
(5カ年継続事業)

14.002.53nf

延　12,992]

2,770,670千円

鉄骨鉄麻コンクリート造地下1障地上8階

脳波計、 UCG (心臓超音波診断装置) 、 ICU (患者監視装置).コバルト60回転照

射装置、光擾乱外科用Ⅹ腺テレビ装置.多用途超音波診断装置.血液ガス分析装置・無

iVi"蝣?:.し.;-iili.i-|'i、丁・-iAV捕L:I.ド- I蝣・・一い.汁.I 、目.!., -rこ,A:r,!ミV'蝣*'・-ち 、

ンカメラ.ラルストロン(体庭内治療装置).ゼロラデイオクラフイ-、ジャイロスコ-プ

一般300床
(昭58. 4. 1現在)

区分 科 目 産 婦
人 科

4、児 科 皮 膚 科
泌 尿
器 科

眼 科
壷 由

外 科
耳 鼻 い

ん こ, 料
外 科

こ う
門 科

医 師 5 6 1 1 3 6 1 3 2

看 護 婦 2 7 4 3 1 9 2 2

m - 第 二 中 央 理 学 放 射 中 央
歯 科 麻 酔科 形成外 科 計

内 科 内 科 手 術 室 診 療 科 線 科 検 査室

5 4 1 1 1 1 1 3 1 4 6

2 5 1 6 o 3 1 1 1 8 9

(荘)　看護婦ノ,'-ト含む

建築篭面積

構　　　造

総工事費

工　　　期

13,975.54r㌔　　病床240床増床

鉄骨鉄筋コンク1)-ト造　地下1階地上8階

約44億円

昭和5 7年2月着工
昭和5 9年1 0月(新築部分は同年3月)完成予定

(基本構想)

癌診療部門の頚化

新生児未熟児医療の充実

二次及び三次救急体制とI C Uの整備

理学診療科(リ-ビリテーション)とリウマチ診療関係の整備

伝染病棟の新設(増床2 40床のうち4 0床)

(完成後の全体規模)

建物延面積　　2 6,9 6 7.5 4irf

病　床　数　　540床(うち伝染病床40床)
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(2)経営状況
(単位　千円)

年 度

区 分
5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

収 入 2 ,0 0 9 ,0 4 7 2 ,7 3 9 ,6 9 2 3 ,2 3 8 ,3 5 6 3 ,6 1 3 ,1 7 1 3 ,8 7 2 ,9 0 8

支 出 1 ,7 9 3 ,0 7 3 2 ,6 5 3 ,4 6 4 3 ,0 5 2 ,0 6 4 3 ,6 3 3 ,6 8 6 3 ,7 0 4 ,4 4 4

損 益 2 1 5 ,9 7 4 8 6 ,2 2 8 1 8 6 ,2 9 2 △ 2 0 ,5 1 5 1 6 8 ,4 6 4

利 益 剰 余 金 △ 1 3 9 ,3 1 5 △ 5 3 ,0 8 8 1 3 3 ,2 0 4 1 0 2 .6 8 9 2 7 1,1 5 3

ー(3)使　用　料

特　別　室(12皇) 1人1日　　　2,000円

個　　室(16室) 1人1日　　　　250円

(4)科目別診療状況

忘 ミ こ 患 者 年 度
5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

m i ・

2 内 科

入 院 1 2 ,8 3 7 2 1,5 1 5 2 3 ,2 5 6 2 3 ,1 8 7 2 3 ,2 6 4

- 日平均 入 院 3 5 .2 5 8 .8 6 3.7 6 3 .5 6 3 .7

外 来 2 5,2 3 2 2 7 .3 1 5 3 1 ,4 6 5 3 4 ,8 1 5 3 8 ,2 6 1

一 日平均 外 来 .. 8 6.4 9 2 .0 1 0 6.3 1 1 7 .2 1 2 8 .8

計 3 8 ,0 6 9 4 8,8 3 0 5 4 ,7 2 1 5 8,0 0 2 6 1 ,5 2 5

小 児 科

入 院 7 .3 9 2 1 33 8 3 1 8 ,9 6 5 2 3 .4 1 4 2 4 ,3 6 6

一 日平均 入 院 2 0.3 3 6 .6 5 1.9 6 4 .1 6 6 .8

外 来 1‥0 ,9 7 5 1 2 ,8 1 2 1 4 ,9 0 3 1 5 2 7 6 1 6 ,0 0 0

一 日平 均外 来 3 7 .6 4 3 .3 5 0.3 5 1.4 5 8 .9

計 1 8 ▼3 6 7 2 6,2 5 5 3 3 ,8 6 8 3 8 .6 9 0 4 0 ,3 6 6

外 科

入 院 1 6 ,8 2 0 l l,6 0 8 l l,9 9 3 1 3 ,0 1 7 1 6 .2 9 4

一 日平 均 入 院 4 6 .1 3 1.7 3 2 .9 3 5.7 4 4 .6

外 来 2 0 ,8 5 3 1 4.0 8 1 2 0,4 0 5 1 6 ,6 7 3 一.▼一一日.1.7 ,5 0 2 一.

5 8 .9一 日平 均 外 来 7 1 .4 4 7.4 6 8 .9 5 6 .1

計 3 7 ,6 7 3 2 5 ,6 8 9 3 2 ,3 9 8 2 9 ,6 9 0 3 3 .7 9 6

整 形 外 痢

入 1 4 .2 4 5 1 7 .2 0 8 1 8 ,5 7 3 1 7 .1 6 8 1 7.1 6 0

一 日平 均 入 院 3 9 .0 4 7.0 5 0.9 4 7.0 4 7 .0

外 来 9 ,8 3 6 1 2 ,6 1 3 1 4 ,1 8 8 1 4 ,2 1 9 1 2 ,8 4 9

一 日平 均 外 来 3 3.7 4 2 .5 4 7.9 4 7 .9 4 3 .3

計 2 4,0 8 1 2 9 .8 2 1 3 2,7 6 1 3 1,3 8 7 3 0 .0 0 9

皮 膚 科

入 院 1 ,2 6 6 1,5 9 2 2 3 2 3 3,1 6 6 3 ,4 8 9

一 日平均 入 院 3.5 4 .4 6.4 8 .7 9.6

外 来 1 0 ,0 5 7 1 2,3 8 4 1 24 6 3 1 4,1 4 2 1 5 ,1 3 0

一 日平 均 外 来 3 4 .4 4 1 .7 4 2.1 4 7 .6 5 0.9

計 l l,3 2 3 1 3,9 7 6 1 4 ,7 8 6 1 7 ,3 0 8 1 8 .6 1 9

泌 尿 器 科

入 院 4 ,9 0 6 1 8.3 3 4 8,4 0 0 82 6 4 7 ,8 5 3

- 日平均 入 院 1 3 .4 5 0 .1 2 3 .0 2 2.6 2 1.5

外 来 9,3 1 3 1 0 ,4 9 4 1 0,7 3 2 1 0 ,8 1 7 1 0.7 8 1

一 日平 均 外 来 3 1.9 3 5二3 3 6 .2 3 6.4 3 6.3

計 1 4 ,2 1 9 2 8 ,8 2 8 1 9,1 3 2 1 9 ,0 8 1 1 8 .6 3 4

眼 科

入 院 6 .7 7 3 1 0,6 2 9 l l,3 7 1 l l ,4 1 3 1 0 .5 0 4

一 日平 均 入 院 1 8 .6 2 9 .0 3 1 .1 3 1.3 2 8 .8

外 来 2 8,3 2 3 2 3,2 8 0 2 3 ,4 8 9 2 4 2 4 7 2 3 ,9 5 6

一 日平 均 外 来 9 7 .0 7 8 .4 9 .4 8 1.6 8 0 .7

計 3 5,0 9 6 3 3 ,9 0 9 3 4,8 6 0 3 5 ,6 6 0 3 4 ,4 6 0
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票 ミ 患 者 年 度

5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

耳 鼻

いん こ う科

人 - 1.7 0 1 2 .0 4 0 2 .8 0 9 3 ,1 3 1

- 月 平 均 入 院 - 4 .7 5 .6 7 .7 8.6

-外 来 - 8 ,5 6 6 l l,7 1 2 1 2 ,1 8 8 l l.3 5 9

一 日平均 外 来 - 2 8 .8 3 9 .6 4 1 .0 3 8.3

計 - 1 0 ,2 6 7 1 3 ,7 5 2 1 4 ,9 9 7 1 4 ,4 9 0

産 婦 人 科

入 院 1 0,1 4 3 1 4 ,0 5 5 1 6 .3 0 8 1 8.5 5 8 1 8 ,3 1 8

一 日平均 入 院 2 7.8 3 8 .4 4 4 .7 5 0 .8 5 0 .1

n * 2 2 ,9 5 0 2 3,1 9 2 2 7 .9 3 5 2 8,3 8 7 2 6 ,4 6 6

一 日平 均 外 来 7 8 .6 7 8 .1 9 4 .4 9 5 .6 8 9 .5

計 3 3 ,0 9 3 3 7.2 4 7 4 4 ,2 4 3 4 6 ,9 4 5 4 4 ,7 8 4

歯 科

入 院 - - - - 2 0 6

一 日平 均 入 院 - - - - 0 .6

外 来
- 4 ,2 2 3 4 ,4 8 0 4 ,6 1 9 5 ,6 8 0

一 日平 均 外 来 - 1 4 ー2 1 5 .1 1 5 .6 1 9 .1

計
- 4 .2 2 3 4 ,4 8 0 4 .6 1 9 5 .8 8 6

理学 診 療 科 .

入 院 - - - - -
- 日平均 入 院 - - - - -

9,3 8 4 1 2.9 3 9 1 6 ,6 9 1 1 5.7 5 9 ‖一一日l ま.8.9.9 ー-"

5 0 .2一 日平 均 外 来 3 2 .1 4 3.6 5 、6 .4 5 3.1

計 . 9 .3 8 4 1 2 ,9 3 9 1 6,6 9 1 1 5 ,7 5 9 1 4 .8 9 9

放 射 線 科

入 院 - 3 - - 4 3

一 日平 均入 院 - 0.0 - - 0 .1

外 来 - 3 2 2 5 6 5 3 1

- 日平 均 外 来 - 0.1 0 .9 0 .2 0 .0

計 - 3 5 2 5 6 5 3 A A

麻 酔 科

入 院 8 8 1 3 8 3 0 7 0

一 日平均 入院 0.0 0.2 0 .1 0 .1 0 ー2

外 来 8 7 6 1 ,0 3 3 1,4 7 2 1,9 2 2 ‥一一....2A .1 .Z

只1- 日平均 外 来 3 .0 3.5 5 .0 6 .5

計 8 8 4 1,1 1 4 1 ,5 1 0 1,9 5 3 2 .5 4 7

こ う 門 科

入 院
- 9 .7 2 1 1 0 ,0 0 1 9 ,0 5 1 5 .2 0 1

一 日平 均 入 院 - 2 6.6 2 7.4 2 4.8 1 4 .3

外 来 - l l .9 9 3 1 3.0 5 6 1 0 .9 0 8 2 .8 8 7

一 日平 均 外 来
- 4 0.4 4 4 ー1 3 6 .7 9 .7

計 - 2 1 ,7 1 4 2 3 ,0 5 7 1 9 ,9 5 9 8 .0 8 8

形 成 外 科

入 院 - - - 1.2 2 5 3,3 7 2

一 日平均 入 院 - - - 6 .7 9 .2

外 来 - - - 9 7 8 2,1 6 1

一 日 平均 外 来 - - - 6 .7 7 .3

計
- - - 2 ,2 0 3 5,5 3 3

合 計

入 院 7 4 ,3 9 0 1 0 9,8 3 0 1 2 3 ,2 6 8 . 1 3 1,3 0 2 1 3 3,2 7 1

一 日平 均入 院 2 0 3 .8 3 0 0.1 3 3 7.7 3 5 9.7 3 6 5 .1

外 釆 1 4 7 .7 9 9 1 7 5 ,0 1 7 2 0 3 2 4 7 2 0 5 ,0 0 3 2 0 0.4 0 9

一 日平 均外 来 5 0 6 .2 5 8 9.3 6 8 6 .6 6 9 0 .2 6 7 4 .8

計 2 2 2 ,1 8 9 2 8 4 .8 4 7 3 2 6 .5 1 5 3 3 6 ,3 0 5 3 3 3 ,6 8 0

(注)形成外科は昭和56年10月1日より新設
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(5)新生児未熟児医療について

本県が新生児医療に関して著しく立ち遅れている現状にかんがみ、本院は熊本県における新生児医療の

中核となることが要請されている。このことにもとづき第一期増改築=事においては新生児医療機能の充

実を図るとともに、とくに昭和5 5年4月から新生児専用救急連を2 4時間体制で配置するなどして、ほ

ぼ全県域にわたって新生児の救急医療に応じており、第二期増改築工事においてはN I C Uの確立を目指

している。

m m

年産

項目
54 55 56 57

出生児体重

1,500^以下
SO

36人 74人 77人

出生児体重

l,500~2,500y
73 123 174 164

術 後 管 理 15 13 39 37

そ.の他の症例 64 124 53 181

.合 計 182 296 340 459

うち新生児専用救急

車による搬送者 - 168 o*:jn 265

新生児専用救急車

装備機器等　新生児モニター、新生児レスピレーター、搬送用保育器、バッテ7)-バック、保育

器移送スタンド、自動輸液ポンプ、カーディオテンプ、自動血圧計、医療ガス一式、

無線電話装置

購入費(機器とも　　1 0,4 72千円(うち10,000千円は県補助金)
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